市有財産売買契約書（案）
売払人　日置市（以下「甲」という。）と　買受人　●●　（以下「乙」という。）とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。

（売買物品）
第１条　売買物品は、次のとおりとする。

　物品番号7-2-●　物品名
（売買代金）
第２条　売買代金は、金●●円とする。

（所有権の移転）
第３条　売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納し、甲がその納付を確認できたときに乙に移転するものとする。
２　甲は、前項により売買物品の所有権が移転した後、乙の請求に基づき、甲が準備すべき移転登録等に要する書類を作成して乙に渡すものとし、乙は、当該書類の受領書を甲に提出するものとする。これに要する費用は、乙の負担とする。
３　乙は、遅滞なく移転登録手続き（自動車検査証の有効期限が切れている場合は新規登録又は所有者変更記録手続）を行い、自動車検査証の写しを甲に提出しなければならない。これに要する費用は、乙の負担とする。
（売買物品の引渡し）
第４条　甲は、売買物品の所有権が乙に移転した日から３０日以内で甲乙両者が定める日に当該物品を乙に引渡し、乙は、直ちに当該物品の受領書を甲に提出するものとする。

２　乙は、物品に表示されている文字等を消去し、併せて赤色警光灯、サイレン等機器類を撤去すること。また、消去及び撤去後の写真を甲に提出しなければならない。これに要する費用は、乙の負担とする。
３　乙は、売買物品の引受け及び搬出の実施については、関係法令を遵守し甲の指示に従うとともに、これにかかる保険加入、輸送手配
等の手続きについては、乙が行わなければならない。これに要する費用は、乙の負担とする。

（危険負担）

第５条　乙は、本契約締結の日から売買物品の引渡しまでの間に、売買物品が甲の責めに帰することのできない理由により滅失又は毀損した場合には、甲に売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。

（契約不適合責任）
第６条　甲は、売買物品を現状有姿で乙に売り渡すものであり、甲は売買物品の品質上の問題が発見された場合でも、乙に対して一切の責任を負わないものとし、乙は、追完、代金減額、解除並びに損害賠償を請求すること又は契約の取消しを主張することができないものとする。
（契約の解除）
第７条　甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
（返還金等）

第８条　甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。

２　甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
３　甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
（乙の原状回復義務）

第９条　乙は、甲が第７条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物品を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物品を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
２　乙は、前項ただし書きの場合において、売買物品が滅失し又は毀損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により乙に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
３　乙は、第１項に定めるところにより売買物品を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、移転登録等に要する書類を作成して甲に渡すものとし、売買物品を引き渡し場所に返還しなければならない。これに要する費用は、乙の負担とする。
（損害賠償）

第10条　甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないために損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。

（契約の費用）

第11条　本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。

（信義誠実の義務）

第12条　甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

２　本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
（裁判管轄）

第13条　本契約に関する訴えの管轄は、日置市の所在地を管轄区域とする鹿児島地方裁判所とする。

　　上記の契約締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通を保有する。

　令和 　 年 　 月 　 日

　　売払人（甲）　　鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地

　　　　　　　　　　日 置 市

　　　　　　　　　　日置市長　　永山由高
　　買受人（乙）　　
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　
容認事項
乙は、次の事項を確認し、承諾の上、本物品を購入するものとする。

１　相応の自然損耗や経年変化が見られるが、乙は、現況を理解した上で本物品を購入するものとする。

２　開示情報の正確性について、甲は責任を負わない。
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